
調費U'をしていて

媛問に思ったこと，

医師または患奮さんに間

かれて因ったこと，医師に疑

義照会して対応したがいまひとつ納

得できないとと，ありませんか? 皆さんの康問

に各分野の専門家がお答えいたします。

結懐予防法力f廃止され，，2007年4月からは剖

の法律に統合されることになったと園きまし

た。公質醤号や給付割合などの取り撮いについては，

どのようになるのでしょうか。 (匿名需望}

2007年3月末日をもって結核予防法 (1951年，

法律第96号)は廃止され， 2007年4月11:1よ

り.r感染症のー予防及び感染抗のj心者に対する医療に

附する法律J(1998年，法律第114号。以下， r感染痕

法J)に統合されています。ただし，公費負担医療制度

の法別番号，医療貨の給付割合，都道府県知44への指

定申請の必要などの取り扱いについては，従来と同じ

です。

結核に|期わる|医療については，これまで結核予防法

により規定されており. 一・般忠者(結絞予防法第34条)

にあっては医療費の95%を，従業禁止や命令入所患者

(/司第35条)にあっては医療費の全額を，都道府県-が

負担することとされていました。

しかし 「感染症の予防及び感染放の忠者に対する医

療に|刻する法律等の制:を改正する法律J(2006年12

月8R，法律第106号。以下， r改正法J)により，結核

表1 結核医療(公費)の法別番号

ご質問をお寄せくだ

さい。要項(~40頁にあり

ます。なお，回答l手本震に鑓践す

ることによってのみ行います。電信や

ファクシミリによる回答はご容敵くださ

いロまた，符嫁なケースの質問(~， 保閉され芯い

こともありますのであらかじめご3承ください.

予防法が廃止され， 2007年4月11:1以降は感染杭法に

統合されることになりました。結核忠者への適正医療

については.感染症法釘37条の2におし、て都道j有県が

医療費の95%を負担することなどが規定されているほ

か(結核患者の入院については.感染症法第37条にお

いて規定)，今回の法改iFに作って，診療報酬請求書の

記載要領などに閲する通知|も一部改正されていますが，

公費負担|豆球制位二の法別番号については従来と同じで

す (表1) 0 

また.医掠機関や薬局が結核忠者に対する医療を例

主~するためには，従来の結核予防法の場合と同機に，

都道府県知事による指定を受けて. r結抜指定[宍・療機

関J になる必要があります(感染航法第 38条第2~i) 。

この「結核指定|副長機関Jには，病院や診療所だけでな

く薬局も含まれます。

ただし， 2007午4月1日の|時点で，廃止前の結核子

防法(第36条)の指定を受けている機関 (r指定医療機

関」。薬局を含む)である場合には.改正後の感染ぢ1:法

の結核指定|芸鋭機関とみなすこととされていますので?

法改正に伴って都道府県知事の指定を受け直す必要は

ありません (表2)。
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表2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する

法律等の一部を改正する法律

附 IIlj

第6条<略〉

2 一郎施行 I:l . l において .l3!に 11-1結核予防法百~36e長の指定を
交けている病院涼しくは政療所(これらに;¥1¥ずるものとして政

! 令で定めるものを合む。)又は薬局は.新感染航法~~6~染者115
1 条に胤Jとする結核J待先l反対号機関に係る新感染拡tHiDS条約2
1 項の桁iEを受けたものとみなす。

i主} 附WJ~存 i 条ただし :5きに規定する円(ミド成 19"1' 4JJ 1 u) 

(2006 'I'lUI l:¥ 11 tlíl!.~ 1り6~J斗

長期撞襲情報提供料1は，長期控襲の服用期

間申.r重要砿情報jを入手した蝿色に患者ま

たは家態へ情報提供するとされていますが.DIi麓期間

申にf重要芯情報jが怠ければ伺もしなくても構わない

のでしょうか。 {匿名希望)

長期投薬情報提供料 1の算定要件では，長期1

投薬の服用期間中における「新たな重要な情

報Jの提供だけでなく，忠者や家族からの情報提供の求

Information 

めに応じることも求めています。

長期j投薬情報提供料 Iは.長!関投薬 (14日分を1也え

る投薬)の処方せんの交付を受けた忠、者を対象として算

定するもので，その処)}"せんに関わる医薬品のmi用期

間中に.当該医薬品にl期する 「医薬品緊急安全性情報j

や「医諜11}l等安全性情報J;など， JJ/~薬 11'の忠者l二~i'f工大な

影枠を与えると思われる 「新たな重要な情報を主!!った場

合」には，忠者または家族に対して情報提供するという

もので、す。

しかしそのような「重要な情報jは.多くの医薬品

について生じるものではありません。そのため.結果

的に，業同から忠者へ情報提供する必要のないまま服

薬期間が終了 してしまうかもしれませんが，長期投薬

情報提供料 I の算定~i!1こには，服薬!問問中における忠

者や家族からの情報提供の求めに!必じることも含まれ

ています。

長期投薬情報提供料Iの符定に当たっては，薬局側

からの情報舵供だけでなく，患者側からの情報提供の

求めに応じることについても賀川に合まれていること

を説明し，正しく ~4!J町してもらうよう心がけることが

必要でしょう。
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ニコチネルやパイアタラなどの保険適用舛

(自費)の処方せんを調剤した場吉，間剤録は

僅康保積に関わるものと区別して保事しなければなり

ませんが，藁歴についてはどう回り扱うべきなので

しょう か。(匿名棺望}

薬剤)JI~用歴(薬歴)については，保険調剤に関

わるものとそれ以外とを|孟別して整備する必

要はありません。むしろ，患者の医薬品の適正使用の

ためには，1つの:業歴により管理すべきでしょう。

調剤録の記載・終備に当たっては， r保険業局及び保

険薬剤師療養担当規則J(第5条)において，健康保険

に関わるもの(保険調剤録)とそれ以外は「区別して整

備しなければならない」とされています。しかし，患者

ごとに作成された薬歴には，患者が安全に10.薬品を使

刑することができるよう，保険調布lに関わる事項だーけ

でなく， 一般用医薬品を合む併用薬の情報をはじめ，

他科受診の有無，アレルギー歴・副作川歴などについ

ても記録する必要ーがあります。そのため，薬剤服用席

管理科の算定要件としても，患者からそれらの事項に

ついて確認したうえで，必要に応じて薬)涯に記載して

おくことを求めています。

したがって.保険調剤録の取り扱いとは異なり，薬

歴については，むしろ保険調剤とそれ以外とを医別す

ることなく，一冗的に管理してお くことが必要である

と考えます。

調剤をしていて疑問に思ったこと.医師または患者さんに聞かれて困ったこと，
医師に疑轟照会して対応したがいま一つ納得できないことはありませんか?

皆さまの疑問に各分野の専門家がお筈えいたします。どしどしご質問ください。

「質問の募集」要項

1 質問の範囲

①実際の処方せんの疑義解釈に関する質問

例え1;1:.処方医に疑義照会すべきかどうか迷っている実

例や疑豪華照会の際に処方医の指示で納得できないでいる

実例で.専門家の意見が知りたい.という犠合など固

cz:保険調剤・調剤報酬などに関する質問

例えli.どのようなケースが調剤拒否に該当するのか?

や.諸求もれがあった場舎の対応‘は?という質問など。

③調剤l技術などに関する質問

例え1;1:. A散と B末を配合しでもよいか? また. c 
錠を粉砕してよいか 7 という調剤l扱術上の質問など。

2.質問は文書で日本薬剤師会 『調剤と情報Jj革まで，ご連

絡ください。

3.誌上では匿名の扱いをいたしますが.さらに詳しい内容

をお聞きしないと回答できないこともありますので，住

所，氏名，電話番号を必ず明記ください。

4.質問の採否ならびに回答者の選択は.編集委員会で決め

させていただきます。

5.質問ならびに回答1;1:無料です。

6.質問が採用された方には.じほうから図書カードか贈呈

されます。

ただし，本コーナーへの質問はあ くまでも f調剤と情報j誌に掲載を前提としておリますので司個人的・特殊な質問にはお答え

できません。ご了承くださL、。またー回答は本誌面によってのみ行います。電話やファクシミりによる回答はご容赦くださ L、

送付先
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